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JPｃｃTLDを議論する会

（社）日本ネットワークインフォメーションセンター
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JPドメイン名登録管理業務の移管

JPドメイン名ユーザのメリットを最大限に
登録事業会社JPRSを設立

汎用JPドメイン名の登録管理業務

（２０００年第１１回総会決議）

２００２年４月をめどに前面移管
JPドメイン名業務移管契約（JPNIC ⇔JPRS）
ｃｃTLDスポンサ契約（JPRS ⇔ICANN）
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移管される業務

IPアドレス

ＪＰドメイン名

インターネット推進

属性型地域型属性型地域型属性型地域型属性型地域型JPJPJPJPドメイン名ドメイン名ドメイン名ドメイン名
登録管理登録管理登録管理登録管理

汎用汎用汎用汎用JPJPJPJPドメイン名ドメイン名ドメイン名ドメイン名
登録管理登録管理登録管理登録管理

ドメイン名政策
紛争解決手続き

JPRSへ移管

DNSDNSDNSDNS
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ICANN ccTLDスポンサ契約

ICANN（IANA)の役割
ルートサーバ（ルートゾーン）の管理

すべてのTLDのオーソリティ

JPRS
IANAの承認により.JPの委任を受ける

ルートゾーンに必要な情報が登録される

JPRSの責任
.JPの登録管理

.JPのDNS運用

レジストリデータのエスクロウ
信頼性の向上
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ccTLD委任の原則

その国や地域のインターネット・コミュニティの合
意と利益が基本

RFC1591（ドメインネームシステムの構造と権限の委
任）

ICP-1

インターネットの社会基盤としての責任が増すに
したがい、政府が担う役割を明確にする必要性

ICANN GACは「GACの提案によるccTLDの委任と管
理のための原則」を発表（2000年2月）

ICANNの「モデルccTLDスポンサ契約」（9月発表）
GACの原則を基本として構成
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ccTLDスポンサ契約―JPNICの方針

従来のインターネット・コミュニティの伝統を尊重

その中で政府の役割と位置づけを明確に

この契約の締結により
JPRS:ccTLDスポンサ組織としての責務が明確に

ICANN:ルートサーバの安定運用の責務が明確に

安定的なJPドメイン名の登録管理業務には不可欠
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移管完了までに必要な手続き

１）ICANNへの意思の通知　（2001年　2月　1日）

２）覚書の締結　　　　　　　　（2001年11月　9日）

３）覚書締結の報告　　　　　（2001年11月12日）

４）再委任およびccTLDスポンサ契約締結手続き開始要請

５）政府への確認

６）政府のエンドースメント

７）エンドースした旨の通知

８）ccTLDスポンサ契約の締結

９）JPドメイン名登録管理業務移管契約の締結

１０）移管完了通知
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覚書（JPNIC ⇔ JPRS）

「ccTLDスポンサ契約」「JPドメイン名業務移管契
約」を締結するにあたっての基本的事項の予め
の合意内容を確認するもの

移管の目的

スケジュール

移管対象

JPRSの責任

JPドメイン名の公共性の担保
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覚書の主なポイント

日本のインターネット・コミュニティの健全な発展
に寄与し、また全世界のインターネット・コミュニ
ティの発展にも資するように、JPドメイン名の登録
管理業務を運用するという原則

JPRSの業務が適切に行われているかをJPNICと
政府が協調して確認

適切でない場合は改善勧告

JPRSがその責任を果たさない場合や破産・支払
不能になった場合、新たな移管先を選択
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JPドメイン名登録管理業務移管契約書
（JPNIC ⇔ JPRS）

JPNICがJPRSに対してJPドメイン名の登録管理
業務を移管するための契約書

業務移管に関する基本的な事項

覚書に記載された「JPRSの責任（第六条）」や「JPドメ
イン名の公共性の担保（第七条）」の内容を織込む

JPNICの役割
紛争処理方針の策定

紛争処理機関の認定

これらのJPNICの費用は、JPドメイン名維持料の一部を引き
あてる



2001年12月17日 Copyright (C) 2001 JPNIC 11

移管後の関係

政府JPNIC

JPRS ICANN

公益性，公共性のチェック公益性，公共性のチェック公益性，公共性のチェック公益性，公共性のチェック

ｃｃｃｃｃｃｃｃTLDTLDTLDTLDスポンサ契約スポンサ契約スポンサ契約スポンサ契約

エンドースメントエンドースメントエンドースメントエンドースメント
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移管のスケジュール

2001年年年年11月　月　月　月　9日　　覚書締結日　　覚書締結日　　覚書締結日　　覚書締結

2001年年年年11月月月月16日　　「日　　「日　　「日　　「JPドメイン名登録管理業務の移管およびドメイン名登録管理業務の移管およびドメイン名登録管理業務の移管およびドメイン名登録管理業務の移管および

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ICANNとの契約について」ご意見募集開始との契約について」ご意見募集開始との契約について」ご意見募集開始との契約について」ご意見募集開始

2001年年年年11月月月月30日　　ご意見募集の終了日　　ご意見募集の終了日　　ご意見募集の終了日　　ご意見募集の終了

2001年年年年12月月月月 6日　　日　　日　　日　　JPNIC総会総会総会総会　- 移管計画の承認

2001年年年年12月　　　　　月　　　　　月　　　　　月　　　　　ICANN・・・・JPRS間の間の間の間のccTLDスポンサ契約締結スポンサ契約締結スポンサ契約締結スポンサ契約締結

2002年年年年 1月月月月 　　　移管契約締結　　　移管契約締結　　　移管契約締結　　　移管契約締結

2002年年年年 3月月月月 　　　　　　　　　　　　JPNIC総会総会総会総会

　 　 　- 移管契約締結についての報告　

　 　　- ccTLDスポンサ契約締結と業務移管についての報告

2002年年年年 4月月月月 1日日日日 　　業務移管の実施　　業務移管の実施　　業務移管の実施　　業務移管の実施
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JPNIＣの役割はますます重要に

公益目的実現のための諸業務

JPドメイン名紛争処理方針の策定とその関連
業務

JPドメイン名の公共性を担保する業務

ICANN等との国際的な協調業務


